
5－4 世田谷区狭あい道路拡幅整備条例 
 

狭あい道路拡幅整備事業とは

 

１．事業の目的 

 平成７年１月 17 日に発生した阪神・淡路大震災では、建物や壁の倒壊で道路がふさがれ、救

助・救援活動などの大きな妨げとなりました。特に道幅が４ｍに満たない道路（世田谷区では「狭

あい道路」と呼んでいます。）は、災害時だけでなく、通常の交通や支援活動等に問題となる場

合が多く、毎年行なわれる「世田谷区民意識調査」では、地域における日常生活での困りごとと

いう項目の中で、「道路が狭くて危険」が最も高くなっています。 

 令和３年に行なわれた世田谷区土地利用現況調査では、道路の総延長に対する幅員４ｍ未満の

道路延長の割合が31.9％となっており、４ｍ未満の道路が未だ多く存在しています。 このため、

区は平成９年３月に制定した「狭あい道路拡幅整備条例」に基づき、狭あい道路の整備を促進し、

安全で災害に強い街づくりを進めています。  

  

 

２．事業の対象 

(1)「狭あい道路」の対象は、次のような道で、現況幅員が４ｍ未満のものです。 

 

   

   



 

(2) ⑴の各狭あい道路に接し、「後退用地」や角敷地の「隅切り用地」の利用方法や形態の変更

が生じる場合には、「狭あい道路拡幅整備条例」に基づき、事前に「狭あい道路拡幅整備事

前協議書」（以下、「協議書」という。）の提出が必要です。  

※建築計画がなくても、狭あい道路に接する塀等を撤去する場合は協議が必要です。 

(3) 「協議書」は、建築確認申請等の 30日前までに提出してください。 

 (4) 以下に該当する場合、自ら拡幅整備を行なう必要があります。 

① 開発行為（都市計画法第 29 条）を行なう場合 

② 宅地造成（宅地造成等規制法第 8条第 1項）に関する工事を行なう場合 

③ 土地区画整理事業（土地区画整理法）を施行する場合 

④ 「世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例」が適用される場合 

 

３．整備及び管理について 

(1) 後退用地等の整備・管理は下記の方法によります。前面道路の種別により、整備方法に制

限があります。（区道：特別区道及び区管理道路） 

 

整備方法名称 道路種別 整備 管理 説  明 

無償使用承諾 区道 

区 

区 

所有権は従前のまま、道路区域に編入し、区

が区道として管理。 

寄附 区道 

分筆し、所有権は区に移転。 

※分筆には土地の境界（官民、民民）の確定

が必須。 

整備等承諾 私道 

所有者 

所有権は従前のまま、区が拡幅整備を行い、

所有者が管理。 

自主整備 区道・私道 所有者 
所有権は従前のまま、整備、管理とも所有

者。 

 

(2)区道に接している後退用地等を区が整備する際には、「無償使用承諾書」もしくは「道路敷

地寄附申出書」の提出が必要です。 

(3)「寄附」の場合、所有権の移転を伴うため、土地の分筆をする必要があります。分筆の際に

は、宅地と道路の境界（官民境界）並びに宅地と宅地の境界（民民境界）の確定をする必要

があります。なお、境界確定に係る費用は建築主等の負担となります。 

(4) 私道に接する後退用地等を区が整備する際には、「整備等承諾書」等の提出が必要です。 

 

 

 

 



４．助成制度等について 
  

   区による拡幅整備が完了し適正と認められた場合は、申請に基づき助成金等を交付します。た

だし、他の助成制度を活用した場合は、この助成制度等を重複して受けることはできません。 
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